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は
じ
め
に
　
～
奈
良
県
に
お
け
る
公
共
交
通

の
現
状
・
課
題
～

本
県
は
、昭
和
40
年
代
か
ら
、大
阪
都
市
圏
の
ベ
ッ

ド
タ
ウ
ン
と
し
て
、
県
北
西
部
を
中
心
に
人
口
が
増

加
し
て
き
た
が
、
平
成
12
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向

に
あ
り
、
平
成
42
年
に
は
約
18
万
人
減
少
（
平
成
12

年
比
）
す
る
も
の
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
特
に
地
域

の
大
部
分
が
過
疎
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
南
部
・

東
部
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
市
町
村
で
30
％
以
上
（
平

成
12
年
比
）
の
減
少
が
予
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
地
域
で
は
高
齢
化
率
も
お
お
む
ね
30
％
以
上
と
高

く
、
自
動
車
保
有
率
が
相
対
的
に
低
い
高
齢
者
の
買

い
物
・
通
院
等
、
生
活
交
通
の
確
保
が
喫
緊
の
課
題

と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
大
き
な
変
化
の
波
は
、
移
動
ニ
ー
ズ

に
応
え
る
べ
き
交
通
事
業
者
を
取
り
巻
く
環
境
に
も

影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

バ
ス
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
３
年
か
ら
23
年
に

か
け
て
、
県
内
の
輸
送
人
員
が
約
46
％
減
少
し
て
お

り
、
平
成
24
年
10
月
に
は
、
交
通
事
業
者
か
ら
奈
良

県
地
域
交
通
改
善
協
議
会
に
対
し
て
、
中
南
和
地
域

の
25
路
線
・
45
系
統
で
廃
止
・
縮
減
等
の
協
議
申
入

れ
が
あ
っ
た
よ
う
に
、交
通
事
業
者
の
経
営
状
況
は
、

日
々
厳
し
さ
を
増
し
て
お
り
、
従
来
ど
お
り
の
路
線

バ
ス
を
柱
と
す
る
経
営
方
法
か
ら
の
転
換
が
迫
ら
れ

て
い
る
。

鉄
道
事
業
に
つ
い
て
も
、
平

成
３
年
か
ら
22
年
に
か
け
て
、

近
畿
圏
全
体
の
輸
送
人
員
が
約

20
％
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
に

伴
い
、
県
内
の
鉄
道
駅
に
お
け

る
駅
係
員
の
無
配
置
化
や
配
置

時
間
の
短
縮
と
い
っ
た
合
理
化

策
が
進
め
ら
れ
る
な
ど
、
利
用

者
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
縮

小
傾
向
が
続
い
て
お
り
、
新
た
な
経
営
戦
略
が
必
要

と
な
っ
て
き
て
い
る
。

ま
た
、
タ
ク
シ
ー
事
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
13
年

か
ら
25
年
に
か
け
て
、
県
内
に
お
け
る
車
両
数
が
約

２
％
減
少
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
輸
送
人
員
は
約

18
％
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
タ
ク
シ
ー
が
車

両
数
と
輸
送
人
員
と
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
見
て
供
給
過

多
で
あ
る
こ
と
を
受
け
、
奈
良
市
を
対
象
区
域
と
す

る
奈
良
市
域
交
通
圏
が
国
か
ら
特
定
地
域
と
指
定
さ

れ
、
タ
ク
シ
ー
の
供
給
輸
送
力
の
削
減
や
運
送
サ
ー

ビ
ス
の
質
の
向
上
な
ど
、
事
業
者
は
経
営
合
理
化
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
県
に
お
け
る
鉄
道
・
バ
ス
等

の
公
共
交
通
は
、利
用
者
数
の
減
少
に
よ
り
交
通
サ
ー

ビ
ス
が
低
下
し
、
こ
の
こ
と
が
更
な
る
利
用
者
数
の

減
少
を
招
く
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
に
陥
っ
て
い
る
。

本
県
で
は
、
市
町
村
や
交
通
事
業
者
な
ど
と
連
携

し
、
鉄
道
駅
へ
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
や
ノ
ン
ス

【条例制定の事例】
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　奈良県では、現在あるべき及び将来に目指すべき公共交通のあり方についての基本理
念を定め、並びに県の責務並びに市町村との連携並びに公共交通事業者等及び県民の
役割等について定める「奈良県公共交通条例」を制定した。
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テ
ッ
プ
バ
ス
の
導
入
と
い
っ
た
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
、

バ
ス
停
の
上
屋
の
整
備
と
い
っ
た
待
合
環
境
の
向

上
、
更
に
は
市
町
村
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等

の
計
画
策
定
や
車
両
購
入
へ
の
支
援
な
ど
を
行
っ
て

き
た
。

更
に
、路
線
バ
ス
の
再
編
な
ど
を
行
い
、移
動
ニ
ー

ズ
に
応
じ
た
交
通
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
す
る
た
め
、
他

の
都
道
府
県
に
は
見
ら
れ
な
い
取
組
を
行
っ
て
き
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
市
町
村
で
は
、
運
営
主
体
と
し
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
や
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
に
つ
い
て
、

バ
ス
事
業
者
や
タ
ク
シ
ー
事
業
者
に
運
行
を
委
託
す

る
ケ
ー
ス
が
多
く
な
っ
て
き
て
お
り
、
路
線
バ
ス
や

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
に
対
す
る
行
政
か
ら
の
補
助
金

が
膨
れ
あ
が
っ
て
い
る
。
国
や
地
方
公
共
団
体
の
財

政
が
厳
し
い
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
行
政
に
よ
る
補

助
金
を
使
っ
て
、
現
行
の
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
全
て
を

維
持
し
続
け
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

我
が
国
で
は
、
健
康
に
不
安
を
有
す
る
高
齢
者
や

疾
病
、
障
が
い
を
抱
え
る
者
、
小
学
生
か
ら
高
校
生

を
は
じ
め
と
し
た
運
転
免
許
を
有
し
て
い
な
い
者
、

更
に
は
経
済
的
に
余
裕
が
な
く
マ
イ
カ
ー
を
所
持
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
者
な
ど
、
人
口
の
約
３
割
が
マ

イ
カ
ー
を
使
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。

我
が
国
は
豊
か
さ
や
便
利
さ
を
求
め
、
マ
イ
カ
ー

が
普
及
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
や
社

会
経
済
活
動
を
営
ん
で
き
た
が
、
マ
イ
カ
ー
ば
か
り

に
頼
っ
て
き
た
が
故
に
こ
れ
ら
の
人
の
移
動
の
確
保

が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。
将
来
、
人
口
減
少
、
少
子
高

齢
化
が
進
み
、
更
に
経
済
の
活
性
化
・
雇
用
の
確
保

が
図
ら
れ
な
い
と
、
中
山
間
地
域
な
ど
の
居
住
者
の

３
割
は
徒
歩
圏
以
遠
へ
の
病
院
に
行
け
な
い
、
あ
る

い
は
行
き
づ
ら
い
た
め
、
治
療
が
遅
れ
る
こ
と
で
他

地
域
に
比
べ
寿
命
が
短
く
な
る
こ
と
も
想
定
さ
れ

る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
交
通
不
便
地
域
で
の
居
住

を
若
い
世
帯
が
避
け
る
こ
と
で
、
高
齢
者
し
か
い
な

い
居
住
地
域
が
散
在
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、
奈
良
県
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
公
共

交
通
は
、
今
後
、
利
用
者
の
利
用
促
進
を
図
る
と
と

も
に
、
運
行
の
効
率
化
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

更
に
、
公
共
交
通
を
鉄
道
や
路
線
バ
ス
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
バ
ス
な
ど
で
対
応
す
る
だ
け
で
は
移
動
ニ
ー

ズ
に
応
え
き
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
マ
イ
カ
ー
の
賢

い
利
用
に
加
え
、
レ
ン
タ
カ
ー
や
運
転
代
行
の
活
用

に
つ
い
て
も
検
討
を
行
い
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
な
交

通
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
若
者
や
働
き
盛
り
の
世
代
の
外
出
率
と
徒

歩
ト
リ
ッ
プ
の
低
下
が
著
し
く
、
そ
れ
に
よ
り
地
域

に
お
け
る
住
民
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場

が
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
単
に
公
共
交
通
の
危
機

の
み
な
ら
ず
、
社
会
経
済
活
動
の
危
機
、
更
に
は
、

県
民
の
健
康
の
危
機
に
も
直
結
す
る
問
題
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
健
康
の
た
め
や
、
住
民
同
士
の
対
話
や

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
の
確
保
の
た
め
に
も
マ

イ
カ
ー
ば
か
り
に
頼
ら
ず
に
徒
歩
を
含
め
て
公
共
交

通
を
利
用
す
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
へ
の
転
換
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
近
年
、
生
産
年
齢
人
口
の
減
少
に
伴
い
、

子
育
て
世
代
の
女
性
の
社
会
進
出
が
注
目
さ
れ
て
い

る
。
今
後
、
公
共
交
通
に
よ
る
移
動
を
確
保
す
る
こ

と
で
通
勤
時
に
保
育
所
等
へ
の
子
供
の
送
迎
が
便
利

に
な
る
な
ど
、
子
育
て
世
代
の
女
性
の
ニ
ー
ズ
を
踏

ま
え
る
こ
と
で
、
女
性
の
就
業
率
向
上
や
社
会
の
活

力
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
。

奈
良
県
公
共
交
通
条
例
制
定
の
経
緯

こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
、
公
共
交
通
に
よ
る
県

民
の
移
動
環
境
を
確
保
す
る
取
組
を
推
進
す
る
た

め
、
県
議
会
に
お
い
て
平
成
23
年
５
月
に
地
域
交
通

対
策
等
特
別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
有
識
者
を
交
え

た
勉
強
会
の
開
催
や
交
通
の
先
進
地
を
視
察
す
る
な

ど
２
年
間
に
わ
た
り
将
来
の
目
指
す
べ
き
公
共
交
通

の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
た
。
そ
し
て
、
そ

の
集
大
成
と
し
て
、
都
道
府
県
で
は
全
国
初
と
な
る

「
奈
良
県
公
共
交
通
条
例
」（
以
下
「
公
共
交
通
条
例
」

と
い
う
。）
が
委
員
会
提
案
と
し
て
県
議
会
に
上
程

さ
れ
、
平
成
25
年
７
月
に
制
定
さ
れ
た
。

公
共
交
通
条
例
の
特
徴

公
共
交
通
条
例
で
は
、
基
本
理
念
の
中
で
、
公
共
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交
通
に
よ
る
生
活
交
通
を
享
受
で
き
る
移
動
環
境
の

確
保
は
、
県
民
が
健
康
的
で
文
化
的
な
日
常
生
活
や

社
会
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ

り
、
必
要
な
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す

る
こ
と
が
県
の
責
務
で
あ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

さ
ら
に
県
は
、
県
内
に
お
け
る
公
共
交
通
の
広
域

的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
市
町

村
が
実
施
す
る
施
策
や
交
通
事
業
者
な
ど
が
実
施
す

る
業
務
に
つ
い
て
、
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
支
援
を

行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

一
方
、
当
該
条
例
に
は
、
そ
の
ほ
か
に
市
町
村
と

の
連
携
や
、
交
通
事
業
者
、
県
民
な
ど
の
役
割
が
定

め
ら
れ
て
お
り
、
公
共
交
通
に
関
す
る
施
策
を
推
進

す
る
際
に
は
、
こ
れ
ら
公
共
交
通
の
関
係
者
が
、
連

携
・
協
働
し
な
が
ら
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

公
共
交
通
施
策
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
行
政
や
交

通
事
業
者
な
ど
が
単
独
で

は
立
ち
行
か
な
い
状
況
に

あ
る
こ
と
か
ら
、
関
係
者

の
連
携
・
協
働
を
条
例
で

明
確
化
し
た
こ
と
に
よ
り
、

施
策
の
検
討
又
は
実
施
す
る

体
制
を
ス
ム
ー
ズ
に
構
築

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
共
交
通
関
係
者
の
連
携
・
協
働
に
よ
る
取

組
　
～
『
奈
良
モ
デ
ル
』
方
式
～

本
県
に
お
い
て
は
、「
住
民
自
治
が
基
本
」「
県
と

市
町
村
は
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
」
と
い
う
基

本
的
な
２
つ
の
考
え
方
に
沿
っ
て
、
県
と
市
町
村
ま

た
は
市
町
村
同
士
の
連
携
・
協
働
に
よ
り
、行
政
サ
ー

ビ
ス
向
上
と
地
域
の
活
力
の
維
持
向
上
を
図
る
こ
と

表－１　地域公共交通対策等特別委員会における協議の経緯
日　　程 概　　要

平成23年９月16日（水）
（９月定例会事前委員会） ・	委員間討議委員から福岡市生活交通条例の紹介

平成23年11月29日（火）
（12月定例会事前委員会）

・	委員間討議　委員から条例制定の提案、県外調査の
検討等

平成24年２月15日（水）
県外調査

・	福岡市生活交通条例に関する調査（福岡市議会及び福
岡市住宅都市局）

平成24年２月27日（月）
（２月定例会事前委員会）

・	理事者から報告バス交通対策の取り組みについて
・	委員間討議県外調査結果、理念条例の方向の提案等

平成24年６月15日（金）
（６月定例会事前委員会）

・	委員間討議　中間報告に生活交通確保に関する条例
の制定に向けての検討を入れることで合意

平成24年８月７日（火）
（初度委員会・県内調査） ・	三郷町予約制乗合タクシー

平成24年９月12日（水）
（９月定例会事前委員会）

・	委員間討議　県内調査の報告、条例の重要性、今後
の勉強会の進め方

平成24年10月３日（水）
第１回勉強会

・	理事者から説明
奈良県交通基本戦略における日常交通への取り組み
国の交通基本法案について

平成24年11月29日（木）
第２回勉強会 ・	有識者からの意見聴取

平成25年２月25日（月）
（２月定例会事前委員会） ・	委員間討議（基本理念について）

平成25年３月７日（木）
（２月定例会会期中委員会）・	委員間討議（基本理念と目的等について）

平成25年４月17日（水）
第３回勉強会 ・	委員間討議（条例素案について）

平成25年４月30日（火）
第４回勉強会 ・	委員間討議（条例素案について）

平成25年５月10日（水）
（臨時委員会） ・	委員間討議（条例素案、パブリックコメント実施の決定）

平成25年５月17日（金）
～平成25年６月５日（水）

・	パブリックコメント実施（奈良県公共交通条例（素案）
に対する意見募集）

平成25年６月２１日（金）
（６月定例会事前委員会）

・	パブリックコメントにおける意見の概要と委員会の考え
方、条例案について審議

平成25年７月１日（月）
～平成25年７月31日（水） ・	パブリックコメント実施結果公表（ＨＰ等）

平成25年７月５日（金）
（本会議最終日） ・	本会議にて条例案を委員長提案として上程、可決

平成25年７月17日（水）
公報登載 ・	公共交通条例公布
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が
重
要
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、「
平
成
の
大
合
併
」
の
際
、
本
県
は
他

の
都
道
府
県
と
比
べ
て
市
町
村
合
併
が
進
ま
な
か
っ

た
た
め
、
こ
れ
以
上
の
合
併
は
進
ま
な
い
と
の
認
識

の
も
と
、
合
併
と
い
う
手
法
以
外
で
の
よ
り
効
率
的

な
行
政
運
営
を
模
索
し
た
。

現
在
、
本
県
に
お
い
て
、
県
・
市
町
村
の
行
政
資

源
（
職
員
、
予
算
、
土
地
、
施
設
等
）
を
効
率
的
に

活
用
す
る
た
め
、
県
と
市
町
村

が
対
等
の
関
係
で
あ
る
と
い
う

前
提
で
、
例
え
ば
、
税
収
強
化
、

橋
梁
管
理
、
水
道
運
営
、
国
民

健
康
保
険
の
あ
り
方
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
に
お
い
て
、
県
・

市
町
村
間
や
市
町
村
間
で
支
援

す
る
と
い
う
行
政
運
営
を
行
っ

て
い
る
。

こ
の
行
政
運
営
は
「
奈
良
モ

デ
ル
」
と
呼
ん
で
お
り
、
県
が

市
町
村
と
連
携
・
協
働
す
る
こ

と
に
よ
り
、
市
町
村
が
把
握
し

て
い
る
が
県
で
は
把
握
し
づ
ら

い
よ
り
細
や
か
な
ニ
ー
ズ
を
共

有
し
た
上
で
、
よ
り
効
率
的
な

行
政
資
源
の
活
用
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

公
共
交
通
の
検
討
体
制
と
し

て
は
、
平
成
24
年
10
月
に
県
内
の
交
通
事
業
者
か
ら

中
南
和
の
バ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
確
保
に
向
け
た
協

議
の
申
し
入
れ
を
き
っ
か
け
に
、
従
来
の
国
の
補
助

金
を
得
る
た
め
の
奈
良
県
地
域
交
通
改
善
協
議
会
か

ら
、
知
事
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
、
移
動
ニ
ー

ズ
に
応
じ
た
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
を
検
討
す
る

た
め
、
知
事
自
ら
が
会
長
と
な
り
、
県
内
市
町
村
長
、

交
通
事
業
者
の
代
表
な
ど
か
ら
な
る
協
議
会
に
格
上

げ
を
し
た
。

そ
し
て
当
協
議
会
に
お
い
て
、
こ
の
「
奈
良
モ
デ

ル
」
の
方
式
に
よ
り
、
協
議
対
象
と
な
っ
た
バ
ス
路

線
に
つ
い
て
、
地
域
交
通
に
関
わ
る
関
係
者
が
運
行

の
効
率
化
な
ど
の
検
討
を
行
い
、
平
成
26
年
９
月
に

は
関
係
者
間
で
合
意
の
上
、
今
後
の
あ
り
方
を
取
り

ま
と
め
、
そ
の
後
も
引
き
続
き
、
ま
ち
づ
く
り
と
一

体
と
な
っ
た
公
共
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
実
現
に
向
け
て

幅
広
く
取
り
組
ん
で
い
る
。

奈
良
県
公
共
交
通
基
本
計
画
の
策
定

公
共
交
通
条
例
第
７
条
に
お
い
て
、
知
事
は
、
ま

ち
づ
く
り
、
保
健
、
医
療
、
福
祉
、
教
育
そ
の
他
の

施
策
と
の
連
携
、
関
連
す
る
施
策
と
の
連
携
を
図
り

な
が
ら
、
公
共
交
通
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ

計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
公
共
交
通
に
関
す
る
基

本
的
な
計
画
、す
な
わ
ち「
公
共
交
通
基
本
計
画
」（
以

下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。）
を
定
め
る
こ
と
と
し

て
い
る
。

基
本
計
画
は
、こ
れ
ま
で
の
取
組
を
活
か
し
つ
つ
、

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
「
地
域
公
共
交
通
網
形
成
計
画
」
な
ど
関

係
す
る
計
画
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
公
共
交
通
施
策

を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
方
針
を
定
め

る
も
の
で
あ
る
。

基
本
計
画
に
定
め
る
公
共
交
通
に
つ
い
て
は
、
県

全
体
で
効
果
的
、
効
率
的
な
地
域
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー

○奈良県公共交通条例（抜粋）
　（県の責務）
第三条　県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっと
り、公共交通に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施するもの
とする。

２　県は、県内における公共交通の広域的なネットワークを確保するとともに、
市町村が実施する施策又は公共交通事業者等が実施する業務について、必要
な助言その他の支援を行うよう努めなければならない。

３　県は、第一条に規定する目的（以下「目的」という。）の実現のため、市町
村、公共交通事業者等及び県民と相互に連携し、協力を得るよう努めなけれ
ばならない。

　（市町村との連携）
第四条　県は、市町村が、公共交通に関して、その市町村の区域の自然的経済
的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施していることに鑑み、市町
村との連携に努めるものとする。

　（公共交通事業者等の役割）
第五条　公共交通事業者等は、目的の実現に重要な役割を有していることに鑑
み、その業務を適切に行うよう務めるとともに、県又は市町村が実施する公
共交通に関する施策に協力するよう努めるものとする。

　（県民の役割）
第六条　県民は、基本理念についての理解を深め、県又は市町村が実施する公
共交通に関する施策に協力するよう努めるものとする。

２　県は、公共交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、県民及
び来訪者と情報を共有し、広く知識と意見を求めるものとする。
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ク
を
構
築
す
る
視
点
か
ら
、
鉄
道
や
路
線
バ
ス
な
ど

に
代
表
さ
れ
る
公
共
交
通
機
関
だ
け
で
な
く
、
自
家

用
自
動
車
や
自
転
車
、
徒
歩
な
ど
の
私
的
な
交
通
を

見
据
え
、
移
動
手
段
を
幅
広
く
捉
え
て
い
る
。

更
に
、
県
内
の
公
共
空
間
に
お
い
て
、
県
民
や
来

訪
者
に
対
し
て
移
動
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
最
適
な
移
動

手
段
が
提
供
さ
れ
、
移
動
環
境
の
向
上
が
図
ら
れ
る

よ
う
、
基
本
計
画
で
は
ま
ち
づ
く
り
な
ど
他
の
行
政

分
野
と
の
連
携
も
図
り
な
が
ら
、
県
が
総
合
的
か
つ

計
画
的
に
講
ず
る
べ
き
施
策
を
定
め
る
も
の
と
し
て

い
る
。

基
本
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
有
識
者
で
構

成
さ
れ
た
「
奈
良
県
公
共
交
通
基
本
計
画
策
定
委
員

会
」
で
出
さ
れ
た
原
案
作
成
に
向
け
て
の
意
見
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
並
行
し
て
県
議
会
へ
報
告
を
行
う

と
と
も
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
て
基

本
計
画
原
案
を
作
成
し
た
。
今
後
、
２
月
議

会
に
上
程
し
、
平
成
27
年
度
内
の
策
定
を
目

指
し
て
い
る
。

 

お
わ
り
に

こ
の
公
共
交
通
条
例
は
、
前
に
も
述
べ
た

よ
う
に
、
公
共
交
通
に
よ
る
生
活
交
通
を
享

受
で
き
る
移
動
環
境
を
確
保
す
る
た
め
に
、

県
、
市
町
村
、
公
共
交
通
事
業
者
等
及
び
県

民
が
連
携
し
協
働
す
る
こ
と
を
理
念
と
し
た

大
変
画
期
的
な
条
例
で
あ
る
。

従
っ
て
、
関
係
者
の
意
識
の
向
上
、
あ
る

い
は
公
共
交
通
施
策
の
推
進
に
大
変
有
意
義

で
あ
り
、
奈
良
県
地
域
交
通
改
善
協
議
会
に

お
い
て
方
向
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
、「
移

動
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
交
通
サ
ー
ビ
ス
の
実

現
」
に
向
け
た
具
体
的
施
策
の
推
進
に
つ
い

て
も
、
大
い
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

最
後
に
、
こ
の
条
例
制
定
に
尽
力
さ
れ
た
関
係
議

員
の
皆
様
に
あ
ら
た
め
て
敬
意
を
表
す
る
と
と
も

に
、
公
共
交
通
条
例
の
理
念
を
“
絵
に
描
い
た
餅
”

で
終
わ
ら
せ
な
い
よ
う
に
、
基
本
計
画
に
基
づ
き
関

係
者
が
一
丸
と
な
っ
て
公
共
交
通
施
策
の
推
進
に
取

り
組
ん
で
い
け
る
よ
う
、
県
の
責
務
を
全
う
し
て
い

き
た
い
。

表－２　基本計画策定の経緯
日　　程 概　　要

平成26年３月25日（火）
（２月定例会） ・	奈良県公共交通基本計画策定委員会設置の承認

平成27年６月９日（火）
（奈良県地域交通改善協議会）・	事務局より基本計画の策定方針について説明

平成27年７月２日（木）
（６月定例会会期中委員会）

・	理事者より基本計画の検討体制及びスケジュールに
ついて報告

平成27年８月12日（水）
（庁内連絡会議）

・	関係課に連携施策の情報提供依頼
・	スケジュールについて説明

平成27年８月21日（金）
（第１回策定委員会）

・	奈良県公共交通基本計画策定委員会の立ち上げ
・	広く委員から意見聴取

平成27年９月７日（月）
　　　　～９月24日（木） ・	基本計画素案について関係課に対し意見照会

平成27年９月14日（月）
（９月定例会事前委員会） ・	理事者より第１回策定委員会の状況報告

平成27年10月19日（月）
（第２回策定委員会） ・	基本計画素案について協議

平成27年10月23日（金）
（奈良県地域交通改善協議会）

・	事務局より基本計画素案の概要・ポイントについて
説明

平成27年11月４日（水）
　　　～11月11日（水）

・	基本計画案について関係課・市町村に対し意見照
会

平成27年12月10日（木）
（12月定例会会期中委員会）

・	理事者より基本計画案の概要・ポイントについて報
告

平成27年12月21日（月）
　～平成28年１月18日（月）

・	パブリックコメント実施（奈良県公共交通基本計画
案に対する意見募集）

平成28年１月14日（火）
（臨時委員会） ・	基本計画案について意見聴取

平成28年１月26日（火）
（第３回策定委員会） ・	基本計画案について協議

平成28年２月17日（水）
（奈良県地域交通改善協議会）・	基本計画案について報告

平成28年２月24日（水）
（２月定例会事前委員会） ・	理事者より基本計画についての議案説明

平成28年２月
（２月定例会） ・	上程予定


